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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載される電子機器（１０）であって、
　車両前方領域を撮影し、その撮影画像を表す画像データを生成するカメラ（１１）と、
　前記カメラにより生成された画像データを解析し、消失点位置を学習する学習手段（１
７，ＰＲ１）と、
　前記車両が備える慣性センサ（４０）の出力に基づき、前記学習手段による前記消失点
位置の学習動作のオン／オフを制御する制御手段（１７，ＰＲ２，Ｓ１００～Ｓ１９０，
Ｓ２００～Ｓ２９０，Ｓ３００～Ｓ３９０，Ｓ４００～Ｓ４９０）と、
　を備え、
　前記制御手段（Ｓ１００～Ｓ１９０，Ｓ２００～Ｓ２９０，Ｓ３００～Ｓ３９０）は、
前記車両が備える車輪速センサ及び前記慣性センサの出力に基づき、前記学習手段による
前記消失点位置の学習動作のオン／オフを制御し、
　前記慣性センサは、加速度センサであり、
　前記制御手段（Ｓ１００～Ｓ１９０，Ｓ２００～Ｓ２９０）は、前記車輪速センサの出
力から特定される前記車両の速度の偏差から算出した前記車両の加速度と前記加速度セン
サの出力から特定される前記車両の加速度との誤差、又は、前記車輪速センサの出力から
特定される前記車両の速度と前記加速度センサの出力から特定される前記車両の加速度の
積分により算出した前記車両の速度との誤差に基づき、前記誤差が基準未満であることを
条件に、前記学習動作をオフからオンに切り替えることを特徴とする電子機器。



(2) JP 6035904 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

【請求項２】
　車両に搭載される電子機器（１０）であって、
　車両前方領域を撮影し、その撮影画像を表す画像データを生成するカメラ（１１）と、
　前記カメラにより生成された画像データを解析し、消失点位置を学習する学習手段（１
７，ＰＲ１）と、
　前記車両が備える慣性センサ（４０）の出力に基づき、前記学習手段による前記消失点
位置の学習動作のオン／オフを制御する制御手段（１７，ＰＲ２，Ｓ１００～Ｓ１９０，
Ｓ２００～Ｓ２９０，Ｓ３００～Ｓ３９０，Ｓ４００～Ｓ４９０）と、
　を備え、
　前記制御手段（Ｓ１００～Ｓ１９０，Ｓ２００～Ｓ２９０，Ｓ３００～Ｓ３９０）は、
前記車両が備える車輪速センサ及び前記慣性センサの出力に基づき、前記学習手段による
前記消失点位置の学習動作のオン／オフを制御し、
　前記慣性センサは、加速度センサであり、
　前記制御手段（Ｓ３００～Ｓ３９０）は、前記車輪速センサの出力から特定される前記
車両の速度が基準速度を超え、且つ、前記加速度センサの出力から特定される前記車両の
加速度が基準加速度を超えたことを条件に、前記学習動作をオフからオンに切り替えるこ
とを特徴とする電子機器。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記慣性センサの出力に基づき、前記車両が道路上を走行している状
態であるか否かを判定し、前記車両が道路上を走行している状態であると判定したことを
条件に、前記学習動作をオフからオンに切り替えること
　を特徴とする請求項１又は請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記車輪速センサの出力から特定される前記車両の速度が基準速度を
超えていること、且つ、前記誤差が基準未満であることを条件に、前記学習動作をオフか
らオンに切り替えること
　を特徴とする請求項１記載の電子機器。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記学習手段による消失点位置の学習動作をオンに設定した後、前記
車両の速度が、前記基準速度又は前記基準速度より低い速度によって予め定められた学習
動作の禁止速度以下となると、前記学習手段による学習動作をオフに切り替えること
　を特徴とする請求項２又は請求項４記載の電子機器。
【請求項６】
　前記学習手段は、前記画像データに映る道路区画線の推定結果に基づいて、前記消失点
位置を学習すること
　を特徴とする請求項１～請求項５のいずれか一項記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載される電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車載カメラから得られた撮影画像データを解析して、消失点（ＦＯＥ：Ｆｏｃｕ
ｓ　ｏｆ　Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ）位置を算出することにより、車載カメラの姿勢を推定す
る車載型の電子機器が知られている（特許文献１）。この種の電子機器によれば、車載カ
メラの姿勢を加味して、撮影画像データを解析することで、例えば、道路に対する自車両
の走行状態や前方車両までの距離を算出することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開平７－７７４３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　消失点位置の学習に際しては、例えば、撮影画像データから輝度変化の急峻なエッジを
抽出することによって、撮影画像データに映る道路区画線（白線やボッツドッツ等）の領
域を推定する。そして、道路区画線に対応するエッジを直線近似して得られる二つの直線
の交点位置を算出する。消失点の候補は、例えば、この交点位置の重み付け時間平均によ
り算出される。
【０００５】
　消失点の候補に対しては、例えば、過去に学習された消失点位置との比較によって確度
評価が行われ、消失点としての確度が低い候補が棄却される。そして、棄却されなかった
候補が消失点として採用されて、消失点位置が学習される。学習された消失点位置の情報
は、例えば、道路区画線として尤もらしいエッジを推定する際に用いられる。
【０００６】
　ところで、消失点位置の学習は、車両の走行中に行われるが、車両点検時には、図８に
示すように、車両１００をシャシーダイナモメータ２００に乗せて擬似走行させることが
ある。このような車両点検時には、車両１００が道路上を走行していないのにもかかわら
ず、消失点位置の学習が行われ、消失点位置の誤学習が生じる可能性がある。例えば、カ
メラ１１の前方に壁２１０がある場合には、壁２１０の汚れや壁２１０に映った周囲の建
造物の影を誤って道路区画線として推定してしまうことにより、消失点位置の誤学習が生
じる可能性がある。
【０００７】
　本発明は、こうした問題に鑑みなされたものであり、車両の擬似走行時に、消失点位置
の誤学習が生じるのを抑えることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、車両に搭載される電子機器であって、カメラと、学習手段と、制御手段と、
を備える。カメラは、車両前方領域を撮影し、その撮影画像を表す画像データを生成する
。学習手段は、このカメラにより生成された画像データを解析し、消失点位置を学習する
。一方、制御手段は、この車両が備える慣性センサの出力に基づき、学習手段による消失
点位置の学習動作のオン／オフを制御する。
【０００９】
　学習手段は、例えば、画像データに映る道路区画線の推定結果に基づいて、消失点位置
を学習する構成にすることができる。一方、制御手段は、慣性センサの出力に基づき、車
両が道路上を走行している状態であるか否かを判定し、車両が道路上を走行している状態
であると判定したことを条件に、学習動作をオフからオンに切り替える構成にすることが
できる。
【００１０】
　車両点検等で車両がシャシーダイナモメータ上で擬似走行している場合には、車輪速セ
ンサによってゼロではない車両速度が検出される。このため、従来技術によれば、車輪速
センサの出力に基づき、車両が道路上を走行していると判断されて、消失点位置の学習動
作が行われる可能性がある。一方、慣性センサによって検出される加速度や角速度等の物
理量は、車輪速センサとは異なり、車両が擬似走行している場合、略ゼロである。従って
、慣性センサの出力に基づけば、車両がシャシーダイナモメータによる擬似走行状態にあ
るか否かを判別することができる。
【００１１】
　従って、本発明のように、慣性センサの出力に基づき、学習手段による消失点位置の学
習動作のオン／オフを制御すれば、シャシーダイナモメータ上において車両が擬似走行し
ている状態で、消失点位置の学習が行われないように、学習動作をオン／オフ制御するこ
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とができる。結果として、本発明によれば、車両の擬似走行時に、消失点位置の学習が行
われることが原因で、消失点位置の誤学習が生じるのを抑えることができる。
【００１２】
　付言すると、慣性センサとしては、加速度センサを用いることができ、制御手段は、例
えば、加速度センサの出力から特定される車両の加速度の積分により算出した車両の速度
が基準速度を超えたことを条件に、学習動作をオフからオンに切り替える構成にすること
ができる。
【００１３】
　この他、制御手段は、慣性センサの出力に加えて、車両が備える車輪速センサの出力に
基づき、学習手段による消失点位置の学習動作のオン／オフを制御する構成にすることが
できる。
【００１４】
　例えば、制御手段は、車輪速センサの出力から特定される車両の速度の偏差から算出し
た車両の加速度と加速度センサの出力から特定される車両の加速度との誤差、又は、車輪
速センサの出力から特定される車両の速度と加速度センサの出力から特定される車両の加
速度の積分により算出した車両の速度との誤差に基づき、当該誤差が基準未満であること
を条件に、学習動作をオフからオンに切り替える構成にすることができる。
【００１５】
　車両が擬似走行している状態でも、慣性センサによりゼロではない値が検出される可能
性がある。一方、上記誤差に着目すれば、この誤差は、車両が擬似走行している状態で大
きく現れる。従って、上記誤差を指標に、学習動作のオン／オフを制御すれば、誤学習の
発生を抑えた高精度な学習動作のオン／オフ制御を実現することができる。
【００１６】
　更に言えば、制御手段は、車輪速センサの出力から特定される車両の速度が基準速度を
超えていること、且つ、上記誤差が基準未満であることを条件に、学習動作をオフからオ
ンに切り替える構成にすることができる。細街路等の見通しが悪い道路では消失点位置の
学習動作を行うと誤学習が生じやすい。従って、車両が見通しの悪い道路を走行している
可能性の高い車両が低速で走行している環境では、学習動作をオフに維持し、車両の速度
が基準速度を超えたことを条件に学習動作をオンに切り替えるように、学習動作のオン／
オフ制御を実行すれば、消失点位置の学習動作は、一層適切に実行される。
【００１７】
　この他、制御手段は、車輪速センサの出力から特定される車両の速度が基準速度を超え
、且つ、加速度センサの出力から特定される車両の加速度が基準加速度を超えたことを条
件に、学習動作をオフからオンに切り替える構成にすることができる。この制御手法によ
っても、消失点位置の学習動作は、適切に実行される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】車両制御システム１の構成を表すブロック図である。
【図２】制御部１７にて実行される複数処理の対応関係を示したブロック図である。
【図３】制御部１７が実行する第一実施例の学習制御処理ＰＲ２を表すフローチャートで
ある。
【図４】第二実施例の学習制御処理ＰＲ２を表すフローチャートである。
【図５】第二実施例における誤差統計値算出処理を表すフローチャートである。
【図６】第三実施例の学習制御処理ＰＲ２を表すフローチャートである。
【図７】第四実施例の学習制御処理ＰＲ２を表すフローチャートである。
【図８】シャシーダイナモメータ２００上で擬似走行する車両１００の状態を示した図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に本発明の実施例について、図面と共に説明する。
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　［第一実施例］
　本実施例の車両制御システム１は、図１に示すように、画像解析装置１０と、車両制御
装置２０と、車輪速センサ３０と、加速度センサ４０とを備えるシステムである。この車
両制御システム１において、画像解析装置１０、車両制御装置２０、車輪速センサ３０及
び加速度センサ４０の夫々は、車内ネットワークに接続されて、互いに通信可能に構成さ
れる。
【００２０】
　車内ネットワークには、車輪速センサ３０及び加速度センサ４０の他、車両の走行／運
転状態を検出可能な種々のセンサ（図示せず）が、その検出値を提供可能に接続される。
車輪速センサ３０は、周知のように、車輪の回転に応じた車速信号を出力するものであり
、車輪の回転速度を検出することにより、間接的に車両の速度を検出するものである。一
方、加速度センサ４０は、慣性を利用した計測を行う慣性センサであり、周知のように慣
性による部材の変位に基づき車両の加速度を検出して出力するものである。
【００２１】
　画像解析装置１０は、カメラ１１と、通信インタフェース１５と、制御部１７と、を備
える。カメラ１１は、この車両制御システム１が構築された自車両の前方領域を撮影する
ことにより、その撮影画像を表す画像データとしての撮影画像データを生成し、これを制
御部１７に逐次に入力する。本実施例では、カメラ１１として、単眼カメラを用いるが、
ステレオカメラを用いることも可能である。
【００２２】
　通信インタフェース１５は、制御部１７に制御されるものであり、車内ネットワークを
通じて、車両制御装置２０、車輪速センサ３０及び加速度センサ４０等の通信ノードと双
方向通信可能に構成される。
【００２３】
　また、制御部１７は、画像解析装置１０を統括制御するものであり、ＣＰＵ１７Ａと、
ＲＯＭ１７Ｂ、ＲＡＭ１７Ｃと、を備える。制御部１７では、ＲＯＭ１７Ｂが記憶するプ
ログラムに従ってＣＰＵ１７Ａが各種処理を実行することにより、画像解析装置１０とし
ての各種機能が実現される。ＲＡＭ１７Ｃは、ＣＰＵ１７Ａによるプログラム実行時に作
業メモリとして使用される。
【００２４】
　付言すると、制御部１７は、ＲＯＭ１７Ｂに記憶されるプログラムに従って、図２に示
す消失点学習処理ＰＲ１、学習制御処理ＰＲ２、道路区画線推定処理ＰＲ３、及び、走行
状態推定処理ＰＲ４等を実行する。消失点学習処理ＰＲ１は、公知技術に従って、撮影画
像データ内の消失点（ＦＯＥ）位置を学習する処理である。学習された消失点位置は、カ
メラ姿勢を表すパラメータとしてＲＯＭ１７Ｂに記憶される。本実施例のＲＯＭ１７Ｂは
、例えば、電気的にデータ書換可能なフラッシュメモリを備える。
【００２５】
　また、学習制御処理ＰＲ２は、消失点学習処理ＰＲ１の実行を制御する処理である。制
御部１７は、学習制御処理ＰＲ２を実行することにより、消失点学習処理ＰＲ１の開始（
オン）／終了（オフ）を制御する。
【００２６】
　この他、道路区画線推定処理ＰＲ３は、撮影画像データに映る道路区画線の領域を推定
する処理である。道路区画線推定処理ＰＲ３では、公知技術に従って、撮影画像データか
ら道路区画線の候補とするエッジを抽出し、これらのエッジの向きと、学習された消失点
との位置関係に基づき、自車両が走行する道路の道路区画線として尤もらしいエッジを判
別する。これにより、自車両が走行する道路の道路区画線の領域を推定する。消失点が学
習されていない場合には、例えば、カメラ１１の設置パラメータから演算される消失点位
置を指標に、道路区画線を推定することができる。
【００２７】
　消失点学習処理ＰＲ１では、この道路区画線推定処理ＰＲ３により推定された道路区画
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線に基づき、消失点位置の学習を行うことができる。例えば、推定された二つの道路区画
線の延長線上に現れる交点を消失点の候補として検出し、検出した候補の位置と、学習済
の消失点位置との誤差により、候補が消失点である確度を評価し、誤差が大きく確度が低
い場合には、この候補を棄却し、誤差が小さく確度が高い場合には、この候補を消失点に
採用して、ＲＯＭ１７Ｂに記憶する消失点位置を学習更新する。
【００２８】
　この他、走行状態推定処理ＰＲ４は、学習された消失点位置を指標に、撮影画像データ
を解析して、自車両の道路に対する走行状態や前方車両との位置関係を推定する処理であ
る。この走行状態推定処理ＰＲ４は、公知のものであるので簡単に説明するが、走行状態
推定処理ＰＲ４としては、撮影画像データから推定される道路区画線（白線やボッツドッ
ツ等）に基づき、走行車線に対する自車両の向きや位置を推定する処理を一例に挙げるこ
とができる。その他、走行状態推定処理ＰＲ４としては、消失点位置を基準に、撮影画像
データに映る前方車両を探索して検出したり、検出された前方車両と自車両との位置関係
（自車両に対する前方車両の距離等）を推定したりする処理を一例に挙げることができる
。
【００２９】
　この走行状態推定処理ＰＲ４によって推定された自車両の道路に対する走行状態や前方
車両との位置関係に関する情報は、通信インタフェース１５及び車内ネットワークを通じ
て車両制御装置２０に提供され、車両制御に用いられる。ここでは、用語「車両制御」を
、車両内の装置を制御する意味で広義に用いる。車両制御装置２０では、画像解析装置１
０から得られた情報に基づく車両制御として、例えば、自車両が道路区画線を横切るよう
に走行している場合や、自車両が前方車両に近づいている場合に、警告音を車両乗員に向
けて出力する処理や、前方車両との車間距離を適切なものとするためにブレーキを制御す
る処理を実行することができる。
【００３０】
　ところで、消失点位置の学習値は、道路区画線の推定時や走行状態の推定時に用いられ
るため、これについての誤学習が生じるのは好ましくない。しかしながら、車両点検時に
車両１００がシャシーダイナモメータ２００上を擬似走行している状況で、消失点位置の
学習が行われると、カメラ１１が撮影する自車両前方の壁２１０の汚れや、この壁２１０
に映る周囲の建造物の影等によって、消失点位置の誤学習が生じる可能性がある。
【００３１】
　そして、このような誤学習によっては、真に正しい消失点位置とは大きく乖離した位置
が消失点位置として学習されてしまう可能性がある。このような乖離が生じると、後の学
習処理によって学習値を正しい消失点位置に戻すことができない可能性や、戻すのに時間
を要する可能性がある。
【００３２】
　例えば、道路区画線推定処理ＰＲ３では、消失点位置の学習値を用いるが、誤学習によ
り得られた消失点位置に基づいては、道路区画線として正しいエッジを判別することが難
しくなってしまう可能性がある。また、消失点学習処理ＰＲ１にて、正しい消失点を、消
失点の候補として検出することができても、この候補の位置が、誤学習された消失点位置
と乖離していることによって、学習に用いられない可能性がある。
【００３３】
　そこで、本実施例では、学習制御処理ＰＲ２として、図３に示す処理を実行することに
より、車両１００がシャシーダイナモメータ２００上を擬似走行している可能性が高い状
況下では、消失点学習処理ＰＲ１を開始せず、学習動作をオフに維持する。
【００３４】
　制御部１７は、図３に示す学習制御処理ＰＲ２をイグニションスイッチがオンにされる
と開始し、この処理をイグニションスイッチがオフになるまで繰り返し実行する。
　学習制御処理ＰＲ２を開始すると、制御部１７は、車内ネットワーク及び通信インタフ
ェース１５を通じて得た車輪速センサ３０の出力から特定される車両速度がゼロより大き
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いか否かを判断する（Ｓ１００）。そして、車両速度がゼロ以下であると判断した場合に
は、Ｓ１０５に移行し、上記車両速度がゼロより大きいと判断した場合には、Ｓ１１０に
移行する。
【００３５】
　Ｓ１０５に移行すると、制御部１７は、判定済フラグＦ及び学習許可フラグＧを値ゼロ
にリセットすると共に、加速度積分値を値ゼロにリセットした後、当該学習制御処理ＰＲ
２を一旦終了する。ここで言う判定済フラグＦは、車両が道路上を走行しているか否か（
換言すれば擬似走行中であるか否か）の判定を行ったか否かを示すフラグであり、値０は
、判定を行っていないことを示し、値１は、判定を行ったことを示す。また、学習許可フ
ラグは、消失点学習処理ＰＲ１の実行が許可されているか否かを示すフラグであり、値０
は、許可されていない（禁止されている）ことを示し、値１は、許可されていることを示
す。また、加速度積分値は、後述する加速度積分処理（Ｓ１２０）で算出されるものであ
る。
【００３６】
　Ｓ１１０に移行すると、制御部１７は、この判定済フラグＦが値１にセットされている
か否かを判断し、判定済フラグＦが値１にセットされていると判断すると（Ｓ１１０でＹ
ｅｓ）、Ｓ１３５に移行し、判定済フラグＦが値１にセットされていないと判断すると（
Ｓ１１０でＮｏ）、Ｓ１２０に移行する。この判定済フラグＦは、イグニションスイッチ
がオンにされたときに値ゼロにリセットされるため、初回のＳ１１０では、否定判断して
（Ｓ１１０でＮｏ）、Ｓ１２０に移行する。
【００３７】
　Ｓ１２０に移行すると、制御部１７は、車内ネットワーク及び通信インタフェース１５
を通じて得た加速度センサ４０の出力から特定される車両の加速度に基づき、Ｓ１０５に
おいて最後に加速度積分値が値ゼロにリセットされた時点からの加速度の積分値を算出す
る処理（加速度積分処理）を実行する。これにより、加速度センサ４０の出力を用いて車
両が走行し始めてからの車両の実速度を推定する。Ｓ１２０では、例えば、今回特定され
た車両の加速度に、Ｓ１２０の実行周期を乗算して得られる速度変化分を、前回のＳ１２
０で算出した加速度積分値に加算する処理を行う。これにより、上記車両速度がゼロより
大きい値となってからの加速度の積分値（車両の速度）を算出する。
【００３８】
　また、Ｓ１２０での処理を終えると、制御部１７は、Ｓ１３０に移行し、車輪速センサ
３０の出力から特定される車両速度を、予め設計段階で定められた基準速度と比較し、こ
の車両速度が基準速度を超えているか否かを判断する。尚、基準速度は、消失点位置の学
習を適切に行うことができるか否かといった観点で設計者が定めることができる。消失点
位置の学習は、見通しの良い道路で適切に行うことができるので、基準速度としては、例
えば、時速５０キロメートル程度を設定することができる。
【００３９】
　ここで、車輪速センサ３０の出力から特定される車両速度が基準速度を超えていないと
判断した場合（Ｓ１３０でＮｏ）、制御部１７は、Ｓ１００に移行し、車両速度が基準速
度を超えるまで、Ｓ１００～Ｓ１３０の処理を繰り返し実行する。一方、車輪速センサ３
０の出力から特定される車両速度が基準速度を超えていると判断すると（Ｓ１３０でＹｅ
ｓ）、制御部１７は、その時点での車輪速センサ３０の出力から特定される車両速度と、
加速度積分値との誤差（絶対値）を算出する（Ｓ１４０）。
【００４０】
　そして、誤差が予め設計段階で定められた閾値未満であるか否かを判断し（Ｓ１５０）
、誤差が閾値未満であると判断すると（Ｓ１５０でＹｅｓ）、判定済フラグＦを値１にセ
ットすると共に、学習許可フラグＧを値１にセットした後（Ｓ１５３）、Ｓ１６０に移行
する。これに対し、誤差が閾値以上であると判断すると（Ｓ１５０でＮｏ）、制御部１７
は、判定済フラグＦを値１にセットする一方、学習許可フラグＧを値０にリセットした状
態を維持し（Ｓ１５７）、Ｓ１６０に移行する。
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【００４１】
　Ｓ１５０で用いる閾値としては、車両１００がシャシーダイナモメータ２００上で擬似
走行している状態にあるときには、Ｓ１５０において高い確率で否定判断され、車両が擬
似走行している状態ではなく道路上を走行している状態であるときには、高い確率で肯定
判断されるような値を、実験等で求めて定めることができる。
【００４２】
　即ち、Ｓ１５０では、誤差が閾値未満であるか否かの判断によって、車両１００が道路
上を走行しているか否かを判断し、誤差が閾値未満であるときに限って、学習許可フラグ
Ｇを値１にセットすることにより、消失点学習処理ＰＲ１の実行を許可し、誤差が閾値以
上であるときには、車両１００がシャシーダイナモメータ２００上で擬似走行している可
能性が高いとみなして、消失点学習処理ＰＲ１の実行を禁止する。
【００４３】
　そして、Ｓ１６０では、学習許可フラグＧが値１にセットされているか否かを判断し、
学習許可フラグＧが値１にセットされていると判断すると（Ｓ１６０でＹｅｓ）、消失点
学習処理ＰＲ１を開始した後（Ｓ１７０）、Ｓ１８０に移行し、学習許可フラグＧが値１
にセットされていないと判断すると（Ｓ１６０でＮｏ）、消失点学習処理ＰＲ１を開始せ
ずに、当該学習制御処理を一旦終了する。
【００４４】
　Ｓ１８０に移行すると、制御部１７は、消失点学習処理ＰＲ１の終了条件が満足された
か否かを判断する。ここでは、車輪速センサ３０の出力から特定される車両速度が、上記
基準速度以下の速度範囲で予め定められた学習終了速度（例えば時速５０キロメートル）
以下となったか否かを判断し、車両速度が学習終了速度以下である場合には、終了条件が
満足されたと判断し、車両速度が学習終了速度より大きい場合には、終了条件が満足され
ていないと判断することができる。但し、終了条件については、画像解析装置１０の設計
者が任意に定めることができる。
【００４５】
　そして、終了条件が満足されていないと判断すると（Ｓ１８０でＮｏ）、制御部１７は
、終了条件が満足されるまでＳ１８０の判断を繰り返し実行し、終了条件が満足されたと
判断すると（Ｓ１８０でＹｅｓ）、消失点学習処理ＰＲ１を終了した後（Ｓ１９０）、当
該学習制御処理ＰＲ２を一旦終了する。
【００４６】
　また、制御部１７は、Ｓ１５０以降の処理を実行して学習制御処理を一旦終了した後の
、再度の学習制御処理では、車輪速センサ３０の出力から特定される車両速度が一旦ゼロ
に落ちるまで、車両が道路上を走行しているか、それとも擬似走行しているかの状況に変
化はないという仮定の下で、前回のＳ１５０での判断結果を利用して、学習動作のオン／
オフを制御する。
【００４７】
　即ち、Ｓ１５３，１５７において値１にセットされた判定済フラグＦは、車輪速センサ
３０の出力から特定される車両速度が一旦ゼロに落ちて、Ｓ１０５の処理が実行されるま
で値１に維持されるため、車両速度が一旦ゼロに落ちるまでの学習制御処理では、Ｓ１１
０で肯定判断して、Ｓ１３５に移行する。
【００４８】
　Ｓ１３５では、Ｓ１３０での処理と同様に、車輪速センサ３０の出力から特定される車
両速度が上記基準速度を超えているか否かを判断する。そして、車両速度が基準速度を超
えていないと判断した場合には（Ｓ１３５でＮｏ）、Ｓ１００に移行し、車両速度が基準
速度を超えていると判断すると（Ｓ１３５でＹｅｓ）、Ｓ１６０に移行する。そして、Ｓ
１６０以降の処理（Ｓ１６０～Ｓ１９０）では、過去の学習制御処理におけるＳ１５０で
肯定判断されて学習許可フラグＧが値１にセットされている場合に限って（Ｓ１６０でＹ
ｅｓ）、消失点学習処理ＰＲ１を開始する（Ｓ１７０）。
【００４９】
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　以上、本実施例の車両制御システム１について説明したが、本実施例によれば、カメラ
１１により自車両前方領域を撮影し、カメラ１１により生成された撮影画像データを制御
部１７により解析して、消失点位置を学習する一方、この消失点位置の学習動作のオン／
オフを、慣性センサである加速度センサ４０の出力に基づき制御する。
【００５０】
　車両点検等で車両１００がシャシーダイナモメータ２００上で擬似走行している場合に
は、車輪速センサ３０によってゼロではない車両速度が検出されるため、従来技術によれ
ば、車輪速センサ３０の出力に基づき、車両が道路上を走行していると判断されて、消失
点位置の誤学習が行われる可能性があった。これに対し、本実施例によれば、慣性を利用
して加速度を計測する加速度センサ４０の出力に基づき、車両が道路上を走行しているか
否かを判定し（Ｓ１５０）、車両が道路上を走行していると判定した場合に限って、学習
動作をオンにする（Ｓ１７０）。
【００５１】
　従って、本実施例のように、消失点位置の学習動作のオン／オフを制御すれば、シャシ
ーダイナモメータ２００上において車両１００が擬似走行している状態で、消失点位置の
学習が行われるのを抑えることができる。よって、本実施例によれば、車両の擬似走行時
に消失点位置の誤学習が生じるのを抑えることができ、誤学習によって車両制御や、後の
消失点位置の学習に好ましくない影響が生じるのを抑えることができる。
【００５２】
　例えば、消失点学習処理ＰＲ１によっては、道路区画線推定処理ＰＲ３により推定され
た撮影画像データに映る道路区画線の情報に基づき、消失点位置を学習更新し、道路区画
線の推定には、学習済の消失点の情報を用いる。従って、消失点位置の誤学習によって、
学習された消失点位置が正しい位置から大きくずれると、道路区画線の推定そのものを精
度よく行うことができなくなり、消失点位置を正しい値に学習更新するのに時間を要した
り、消失点位置を正しい値に学習更新するのが困難な状況になったりする可能性がある。
【００５３】
　本実施例によれば、このような状況の発生を上述した学習動作の制御により抑えること
ができるので、消失点の情報に基づいて適切な車両制御を実現可能な車両制御システム１
を構築することができる。
【００５４】
　更に言えば、本実施例では、車輪速センサ３０の出力から特定される車両の速度と加速
度センサ４０の出力から特定される加速度の積分により算出した車両の速度との誤差に基
づき、当該誤差が基準未満である場合に限って（Ｓ１５０でＹｅｓ）、学習動作をオフか
らオンに切り替えるので、加速度センサ４０の出力のみに基づいて車両が道路上を走行し
ている状態であるか否かを判定し、学習動作をオン／オフ制御するよりも、高精度な判定
及びオン／オフ制御を実現することができ、一層、消失点位置の誤学習を抑えることがで
きる。
【００５５】
　この他、細街路等の見通しが悪い道路では消失点位置の学習動作を行うと誤学習が生じ
やすいため、本実施例によれば、車両が見通しの悪い道路を走行している可能性の高い低
速走行時には、学習動作をオフに維持するようにした。
【００５６】
　即ち、車輪速センサ３０の出力から特定される車両速度が基準速度を超えるまでは（Ｓ
１３０でＮｏ）、学習動作をオフに維持し、車両速度が基準速度を超えると（Ｓ１３０で
Ｙｅｓ）、学習動作をオンに切り替えることで、車輪速センサ３０の出力から特定される
車両速度が基準速度を超えていること、且つ、上記誤差が基準未満であることを条件に、
学習動作をオフからオンに切り替えるようにした。従って、本実施例によれば、一層消失
点位置の誤学習を抑えることができる。
【００５７】
　［第二実施例］
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　続いて、第二実施例について説明する。但し、第二実施例の車両制御システム１は、制
御部１７が実行する学習制御処理ＰＲ２の内容が、第一実施例と異なる程度であるので、
以下では、第二実施例における学習制御処理ＰＲ２の内容を選択的に説明する。本実施例
における制御部１７は、図４に示す学習制御処理ＰＲ２をイグニションスイッチがオンに
されると開始し、この処理をイグニションスイッチがオフになるまで繰り返し実行する。
【００５８】
　この学習制御処理ＰＲ２を開始すると、制御部１７は、第一実施例と同様に、車輪速セ
ンサ３０の出力から特定される車両速度がゼロより大きいか否かを判断し（Ｓ２００）、
車両速度がゼロ以下であると判断した場合には、Ｓ２０５に移行し、車両速度がゼロより
大きいと判断した場合には、Ｓ２１０に移行する。
【００５９】
　Ｓ２０５に移行すると、制御部１７は、Ｓ１０５での処理と同様に、判定済フラグＦ及
び学習許可フラグＧを値ゼロにリセットすると共に、誤差統計値を値ゼロにリセットした
後、学習制御処理ＰＲ２を一旦終了する。誤差統計値は、後述する誤差統計値算出処理（
Ｓ２２０）で算出されるものである。
【００６０】
　一方、Ｓ２１０に移行すると、制御部１７は、判定済フラグＦが値１にセットされてい
るか否かを判断し、判定済フラグＦが値１にセットされていると判断すると（Ｓ２１０で
Ｙｅｓ）、Ｓ２３５に移行し、判定済フラグＦが値１にセットされていないと判断すると
（Ｓ２１０でＮｏ）、Ｓ２２０に移行する。
【００６１】
　Ｓ２２０に移行すると、制御部１７は、図５に示す誤差統計値算出処理を実行する。誤
差統計値算出処理では、まず、車輪速センサ３０の出力から特定される車両速度の微分値
を算出することにより、車輪の回転加速度に対応する車両の加速度を算出する（Ｓ２２１
）。微分値については、例えば、Ｓ２２１の前回実行時刻における車両速度とＳ２２１の
今回実行時刻における車両速度との偏差をＳ２２１の実行周期で除算することにより求め
ることができる。
【００６２】
　Ｓ２２１での処理を終えると次に、制御部１７は、加速度センサ４０の出力から車両の
加速度を特定し、この加速度と、Ｓ２２１で算出された速度微分値との誤差（絶対値）を
算出する（Ｓ２２３）。更に、Ｓ２０５において最後に誤差統計値が値ゼロにリセットさ
れた時点からの各回のＳ２２３で求めた誤差を標本集団として、この標本集団における誤
差の統計値を算出する（Ｓ２２５）。具体的に、Ｓ２２５では、誤差統計値として、これ
までに算出した誤差の平均値を算出することが一例に挙げられる。この他、誤差統計値と
して、上記標本集団における誤差の中央値を算出してもよいし、上記標本集団における誤
差の最大値を算出してもよい。付言すると、Ｓ２０５では、誤差統計値を値ゼロにリセッ
トすると共に、それまでに用いた上記標本集団を消去することができる。
【００６３】
　その後、制御部１７は、Ｓ２３０に移行し、Ｓ１３０での処理と同様に、車輪速センサ
３０の出力から特定される車両速度が基準速度を超えているか否かを判断する。
　そして、車輪速センサ３０の出力から特定される車両速度が基準速度を超えていないと
判断した場合（Ｓ２３０でＮｏ）、制御部１７は、Ｓ２００に移行して、この車両速度が
基準速度を超えるまで、Ｓ２００～Ｓ２３０の処理を繰り返し実行する。一方、車両速度
が基準速度を超えていると判断すると（Ｓ２３０でＹｅｓ）、Ｓ２５０に移行して、Ｓ２
２０で算出された最新の誤差統計値が予め設計段階で定められた閾値未満であるか否かを
判断する。
【００６４】
　そして、誤差統計値が閾値未満であると判断すると（Ｓ２５０でＹｅｓ）、判定済フラ
グＦを値１にセットすると共に、学習許可フラグＧを値１にセットした後（Ｓ２５３）、
Ｓ２６０に移行する。これに対し、誤差統計値が閾値以上であると判断すると（Ｓ２５０
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でＮｏ）、判定済フラグＦを値１にセットする一方、学習許可フラグＧを値０にリセット
した状態を維持し（Ｓ２５７）、Ｓ２６０に移行する。Ｓ２５０で用いる閾値については
、設計者が、第一実施例のＳ１５０で用いる閾値と同様の基準に従って、定めることがで
きる。
【００６５】
　その後、制御部１７は、学習許可フラグＧが値１にセットされているか否かを判断し（
Ｓ２６０）、学習許可フラグＧが値１にセットされていると判断すると（Ｓ２６０でＹｅ
ｓ）、消失点学習処理ＰＲ１を開始した後（Ｓ２７０）、Ｓ２８０に移行し、否定判断す
ると（Ｓ２６０でＮｏ）、消失点学習処理ＰＲ１を開始せずに、学習制御処理を一旦終了
する。
【００６６】
　Ｓ２８０に移行すると、制御部１７は、Ｓ１８０での処理と同様に、消失点学習処理Ｐ
Ｒ１の終了条件が満足されたか否かを判断し、終了条件が満足されていないと判断すると
（Ｓ２８０でＮｏ）、終了条件が満足されるまでＳ２８０の判断を繰り返し実行し、終了
条件が満足されたと判断すると（Ｓ２８０でＹｅｓ）、消失点学習処理ＰＲ１を終了した
後（Ｓ２９０）、当該学習制御処理ＰＲ２を一旦終了する。
【００６７】
　また、制御部１７は、Ｓ２５０以降の処理を実行して学習制御処理を一旦終了した後の
、再度の学習制御処理では、第一実施例と同様に、車輪速センサ３０の出力から特定され
る車両速度が一旦ゼロに落ちるまで、過去のＳ２５０での判断結果を利用して、学習動作
のオン／オフを制御する。
【００６８】
　即ち、車両速度が一旦ゼロに落ちるまでの再度の学習制御処理では、Ｓ２１０で肯定判
断してＳ２３５に移行し、Ｓ２３０での処理と同様に、車輪速センサ３０の出力から特定
される車両速度が上記基準速度を超えているか否かを判断する。そして、車両速度が基準
速度を超えていないと判断した場合には（Ｓ２３５でＮｏ）、Ｓ２００に移行し、車両速
度が基準速度を超えていると判断すると（Ｓ２３５でＹｅｓ）、Ｓ２６０に移行する。そ
して、Ｓ２６０以降の処理（Ｓ２６０～Ｓ２９０）では、第一実施例と同様に、過去の学
習制御処理におけるＳ２５０で肯定判断されて学習許可フラグＧが値１にセットされてい
る場合に限って（Ｓ２６０でＹｅｓ）、消失点学習処理ＰＲ１を開始する（Ｓ２７０）。
【００６９】
　以上に説明した第二実施例によれば、車輪速センサ３０の出力から特定される車両の速
度の偏差から算出した車両の加速度と加速度センサ４０の出力から特定される車両の加速
度との誤差に基づき、学習動作のオン／オフ制御を行うが、このような制御によっても、
第一実施例と同様の効果を得ることができる。
【００７０】
　［第三実施例］
　続いて、第三実施例について説明する。但し、第三実施例の車両制御システム１は、制
御部１７が実行する学習制御処理ＰＲ２の内容が、第一実施例と異なる程度であるので、
以下では、第三実施例における学習制御処理ＰＲ２の内容を選択的に説明する。本実施例
における制御部１７は、図６に示す学習制御処理ＰＲ２をイグニションスイッチがオンに
されると開始し、この処理をイグニションスイッチがオフになるまで繰り返し実行する。
【００７１】
　学習制御処理ＰＲ２を開始すると、制御部１７は、Ｓ１００での処理と同様に、車輪速
センサ３０の出力から特定される車両速度がゼロより大きいか否かを判断し（Ｓ３００）
、車両速度がゼロ以下であると判断した場合には、Ｓ３０５に移行し、車両速度がゼロよ
り大きいと判断した場合には、Ｓ３１０に移行する。
【００７２】
　Ｓ３０５に移行すると、制御部１７は、Ｓ１０５での処理と同様に、判定済フラグＦ及
び学習許可フラグＧを値ゼロにリセットすると共に、加速度統計値を値ゼロにリセットし
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た後、学習制御処理ＰＲ２を一旦終了する。加速度統計値は、後述するＳ３２０で算出さ
れるものである。
【００７３】
　一方、Ｓ３１０に移行すると、制御部１７は、判定済フラグＦが値１にセットされてい
るか否かを判断し、判定済フラグＦが値１にセットされていると判断すると（Ｓ３１０で
Ｙｅｓ）、Ｓ３３５に移行し、判定済フラグＦが値１にセットされていないと判断すると
（Ｓ３１０でＮｏ）、Ｓ３２０に移行する。
【００７４】
　Ｓ３２０に移行すると、制御部１７は、加速度センサ４０の出力から現在の車両の加速
度を特定し、Ｓ３０５において最後に加速度統計値が値ゼロにリセットされた時点から加
速度センサ４０により観測された加速度の統計値を算出する。具体的に、Ｓ３２０では、
加速度統計値として、Ｓ３０５において最後に加速度統計値が値ゼロにリセットされた時
点からの加速度の平均値を算出することが一例に挙げられる。この他、加速度統計値とし
て、加速度の中央値を算出してもよいし、加速度の最大値を算出してもよい。
【００７５】
　Ｓ３２０での処理を終えると、制御部１７は、Ｓ３３０に移行し、Ｓ１３０での処理と
同様に、車輪速センサ３０の出力から特定される車両速度を基準速度と比較し、車両速度
が基準速度を超えていないと判断した場合には（Ｓ３３０でＮｏ）、Ｓ３００に移行し、
この車両速度が基準速度を超えるまで、Ｓ３００～Ｓ３３０の処理を繰り返し実行する。
【００７６】
　そして、車輪速センサ３０の出力から特定される車両速度が基準速度を超えていると判
断すると（Ｓ３３０でＹｅｓ）、Ｓ３５０に移行し、Ｓ３２０で算出された最新の加速度
統計値が予め設計段階で定められた閾値を超えているか否かを判断する。
【００７７】
　そして、加速度統計値が閾値を超えていると判断すると（Ｓ３５０でＹｅｓ）、判定済
フラグＦを値１にセットすると共に、学習許可フラグＧを値１にセットした後（Ｓ３５３
）、Ｓ３６０に移行する。これに対し、加速度統計値が閾値以下であると判断すると（Ｓ
３５０でＮｏ）、判定済フラグＦを値１にセットする一方、学習許可フラグＧを値０にリ
セットした状態を維持し（Ｓ３５７）、Ｓ３６０に移行する。閾値は、設計者が、第一実
施例のＳ１５０で用いる閾値と同様の基準に従って、定めることができる。
【００７８】
　その後、制御部１７は、学習許可フラグＧが値１にセットされているか否かを判断し（
Ｓ３６０）、学習許可フラグＧが値１にセットされていると判断すると（Ｓ３６０でＹｅ
ｓ）、消失点学習処理ＰＲ１を開始した後（Ｓ３７０）、Ｓ３８０に移行し、否定判断す
ると（Ｓ３６０でＮｏ）、消失点学習処理ＰＲ１を開始せずに、学習制御処理を一旦終了
する。
【００７９】
　Ｓ３８０に移行すると、制御部１７は、Ｓ１８０での処理と同様に、消失点学習処理Ｐ
Ｒ１の終了条件が満足されたか否かを判断し、終了条件が満足されていないと判断すると
（Ｓ３８０でＮｏ）、終了条件が満足されるまでＳ３８０の判断を繰り返し実行し、終了
条件が満足されたと判断すると（Ｓ３８０でＹｅｓ）、消失点学習処理ＰＲ１を終了した
後（Ｓ３９０）、当該学習制御処理ＰＲ２を一旦終了する。
【００８０】
　また、制御部１７は、Ｓ３５０以降の処理を実行して学習制御処理を一旦終了した後の
、再度の学習制御処理では、第一実施例と同様に、車輪速センサ３０の出力から特定され
る車両速度が一旦ゼロに落ちるまで、過去のＳ３５０での判断結果を利用して、学習動作
のオン／オフを制御する。
【００８１】
　即ち、車両速度が一旦ゼロに落ちるまでの再度の学習制御処理では、Ｓ３１０で肯定判
断してＳ３３５に移行し、Ｓ３３０での処理と同様に、車輪速センサ３０の出力から特定
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される車両速度が上記基準速度を超えているか否かを判断する。そして、車両速度が基準
速度を超えていないと判断した場合には（Ｓ３３５でＮｏ）、Ｓ３００に移行し、車両速
度が基準速度を超えていると判断すると（Ｓ３３５でＹｅｓ）、Ｓ３６０に移行する。ま
た、Ｓ３６０以降の処理（Ｓ３６０～Ｓ３９０）では、第一実施例と同様に、過去の学習
制御処理におけるＳ３５０で肯定判断されて学習許可フラグＧが値１にセットされている
場合に限って、消失点学習処理ＰＲ１を開始する。
【００８２】
　以上、第三実施例について説明したが、本実施例によれば、車輪速センサ３０の出力か
ら特定される車両の速度が基準速度を超え（Ｓ３３０でＹｅｓ）、且つ、加速度センサ４
０の出力から特定される車両の加速度（加速度統計値）が閾値を超えたことを条件に（Ｓ
３５０でＹｅｓ）、学習動作をオフからオンに切り替える。この制御手法によっても、消
失点位置の学習動作を適切に実行することができる。
【００８３】
　［第四実施例］
　続いて、第四実施例について説明する。但し、第四実施例の車両制御システム１は、制
御部１７が実行する学習制御処理ＰＲ２の内容が、第一実施例と異なる程度であるので、
以下では、第四実施例における学習制御処理ＰＲ２の内容を選択的に説明する。本実施例
における制御部１７は、図７に示す学習制御処理ＰＲ２をイグニションスイッチがオンに
されると開始し、この処理をイグニションスイッチがオフになるまで繰り返し実行する。
【００８４】
　この学習制御処理ＰＲ２を開始すると、制御部１７は、まず車両が運転されている状態
であるか否かを判断する（Ｓ４００）。ここでは、例えば、第一実施例と同様に、車輪速
センサ３０の出力から特定される車両速度がゼロより大きいか否かによって、車両が運転
されている状態であるか否かを判断することができる。この他、セレクトレバーがドライ
ブレンジに設定されているか否かによって、車両が運転されている状態であるか否かを判
断することも可能である。
【００８５】
　そして、車両が運転されている状態ではないと判断すると（Ｓ４００でＮｏ）、Ｓ４０
５に移行し、車両が運転されている状態であると判断すると（Ｓ４００でＹｅｓ）、Ｓ４
１０に移行する。
【００８６】
　Ｓ４０５に移行すると、制御部１７は、学習許可フラグＧを値ゼロにリセットすると共
に、加速度積分値を値ゼロにリセットした後、学習制御処理ＰＲ２を一旦終了する。本実
施例において、加速度積分値は、学習制御処理ＰＲ２に付属する処理であって学習制御処
理ＰＲ２と並列実行される加速度積分処理によって算出される。
【００８７】
　この加速度積分処理の内容は、第一実施例におけるＳ１２０と同様であるが、本実施例
では、学習制御処理ＰＲ２の処理ループとは別に、制御部１７が、イグニションスイッチ
がオンにされてからイグニションスイッチがオフにされるまで、常に加速度積分処理を所
定の実行周期で繰り返し実行して、車両が運転され始めてからの加速度センサ４０により
観測された加速度の積分値を算出する。これにより常に、車両の実速度を推定する。Ｓ４
０５では、この加速度積分値をゼロにリセットする処理を行う。
【００８８】
　一方、Ｓ４１０に移行すると、制御部１７は、学習許可フラグＧが値１にセットされて
いるか否かを判断し、学習許可フラグＧが値１にセットされていると判断すると（Ｓ４１
０でＹｅｓ）、Ｓ４３５に移行し、学習許可フラグＧが値１にセットされていないと判断
すると（Ｓ４１０でＮｏ）、Ｓ４３０に移行する。
【００８９】
　また、Ｓ４３０では、上記加速度積分処理によって算出された最新の加速度積分値が、
予め設計段階で定められた基準値を超えているか否かを判断する。ここで用いる「基準値
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」については、Ｓ１３０で用いられる上記基準速度と同一値に設定することができる。
【００９０】
　そして、加速度積分値が基準値以下であると判断すると（Ｓ４３０でＮｏ）、制御部１
７は、Ｓ４００に移行して、加速度積分値が基準値を超えるまで（Ｓ４３０でＹｅｓ）、
Ｓ４００～Ｓ４３０の処理を繰り返し実行し、加速度積分値が基準値を超えていると判断
すると（Ｓ４３０でＹｅｓ）、Ｓ４５０に移行して、学習許可フラグＧを値１にセットし
た後、消失点学習処理ＰＲ１を開始し（Ｓ４７０）、Ｓ４８０に移行する。
【００９１】
　Ｓ４８０に移行すると、制御部１７は、Ｓ１８０での処理と同様に、消失点学習処理Ｐ
Ｒ１の終了条件が満足されたか否かを判断する。ここでは、車輪速センサ３０を用いずに
終了条件が満足されたか否かを判断することも可能である。例えば、車輪速センサ３０に
より特定される車両速度に代えて、加速度積分処理によって算出された最新の加速度積分
値から特定される車両速度に基づいて、第一実施例と同様の手法で、終了条件が満足され
たか否かを判断することができる。この他、ギヤ位置に基づき車両が低速走行しているか
否かを判断し、これによって、終了条件が満足されたか否かを判断することもできる。
【００９２】
　そして、終了条件が満足されていないと判断すると（Ｓ４８０でＮｏ）、終了条件が満
足されるまでＳ４８０の判断を繰り返し実行し、終了条件が満足されたと判断すると（Ｓ
４８０でＹｅｓ）、消失点学習処理ＰＲ１を終了した後（Ｓ４９０）、学習制御処理ＰＲ
２を一旦終了する。
【００９３】
　また、制御部１７は、Ｓ４５０以降の処理を実行して学習制御処理を一旦終了した後の
、再度の学習制御処理では、車両が運転されている状態ではないと判断されるまで（Ｓ４
００でＮｏ）、学習許可フラグＧが値１に維持されるため、Ｓ４１０において肯定判断し
、Ｓ４３５に移行する。そして、Ｓ４３５では、次のようにして学習動作の再開条件が満
足されたか否かを判断する。
【００９４】
　Ｓ４３５では、例えば、Ｓ４３０での処理と同様に、加速度積分値が基準値を超えてい
る場合には、再開条件が満足されたと判断し、加速度積分値が基準値以下である場合には
、再開条件が満足されていないと判断する。
【００９５】
　別例としては、加速度積分処理によって算出された最新の加速度積分値Ｖ１と、最後に
消失点学習処理を終了した時点（Ｓ４９０の実行時点）での加速度積分値Ｖ２との差分Ｖ
１－Ｖ２を算出し、差分Ｖ１－Ｖ２が予め設計段階で定められた閾値以上であると、再開
条件が満足されたと判断し、差分Ｖ１－Ｖ２が閾値未満であると判断すると、再開条件が
満足されていないと判断することができる。閾値については、車両速度が基準速度を超え
ている環境で再開条件が満足されていると判断されるような値に定めることができる。
【００９６】
　更なる別例としては、Ｓ１３５，Ｓ２３５，Ｓ３３５での処理と同様に、車輪速センサ
３０の出力から特定される車両速度が上記基準速度を超えている場合に、再開条件が満足
されていると判断し、車両速度が基準速度を超えていない場合には、再開条件が満足され
ていないと判断することもできる。
【００９７】
　制御部１７は、このようにして再開条件が満足されているか否かを判断し、再開条件が
満足されていないと判断した場合には（Ｓ４３５でＮｏ）、Ｓ４００に移行する一方、再
開条件が満足されていると判断すると（Ｓ４３５でＹｅｓ）、Ｓ４７０に移行して、消失
点学習処理ＰＲ１を開始する。
【００９８】
　以上、第四実施例について説明したが、本実施例によれば、加速度センサ４０の出力か
ら特定される車両の加速度の積分により算出した車両の速度が基準速度を超えたことを条
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件に（Ｓ４３０でＹｅｓ）、学習動作をオフからオンに切り替える。このような制御手法
によっても、消失点位置の学習動作を、誤学習を抑えて、適切に実行することができる。
【００９９】
　［その他］
　以上、本発明の実施例について説明したが、本発明は、上記実施例に限定されるもので
はなく、種々の態様を採ることができる。例えば、Ｓ１００，Ｓ２００，Ｓ３００での判
断は、Ｓ４００での判断と同様に、車両が運転されているか否かの判断に置き換えること
ができる。また、慣性センサの出力を用いれば、上記実施例以外の手法で、学習動作のオ
ン／オフを制御しても良いことは言うまでもない。
【０１００】
　例えば、第一実施例の変形例としては、第四実施例と同様に、加速度積分処理（Ｓ１２
０）を学習制御処理ＰＲ２とは並列に実行することで、加速度センサ４０の出力に基づき
、車両が運転され始めてから車両の実速度を常に推定する例が考えられる。この例によれ
ば、過去のＳ１５０での判断結果を利用せずに、学習動作のオン／オフ制御を実行する実
施形態も考えられる。即ち、Ｓ１１０の判断ステップを削除して、再度の学習制御処理Ｐ
Ｒ２においても、その時点での加速度積分値に基づいて、Ｓ１４０，Ｓ１５０～Ｓ１５７
の処理をやり直す実施形態も考えられる。
【０１０１】
　最後に、用語間の対応関係について説明する。画像解析装置１０は、車両に搭載される
電子機器の一例に対応する。また、制御部１７が実行する消失点学習処理ＰＲ１は、学習
手段によって実現される処理の一例に対応し、制御部１７が実行する学習制御処理ＰＲ２
は、制御手段によって実現される処理の一例に対応する。
【符号の説明】
【０１０２】
１…車両制御システム、１０…画像解析装置、１１…カメラ、１５…通信インタフェース
、１７…制御部、１７Ａ…ＣＰＵ、１７Ｂ…ＲＯＭ、１７Ｃ…ＲＡＭ、２０…車両制御装
置、３０…車輪速センサ、４０…加速度センサ、１００…車両、２００…シャシーダイナ
モメータ、２１０…壁
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